
島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)
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租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則 （建 築 住 宅 課） �

� �

地域森林計画の変更 （森 林 整 備 課） �

定置漁業の免許の内容等の事前決定 （水 産 課） �

定置漁業権の消滅 （ 〃 ） �

道路の供用開始 （道 路 維 持 課） �

� �

共用ファイルサーバの賃貸借に係る一般競争入札の実施 （情 報 政 策 課） �

短靴の購入に係る一般競争入札の実施 （警 察 本 部） �

���	��

税務総合オンラインシステム用端末装置の賃貸借に係る随意契約の相手方等 （税 務 課） �


���

島根県立高等学校通学区域規程の一部改正 （高 校 教 育 課） 	

県立学校の組織編制に関する規則の一部を改正する規則 （ 〃 ） �


���

漁業法に規定する選挙権を有する者の総数の�分の�の数 ��

�����

ふぐ浮延縄漁業の制限 ��

� �

平成��年月�日付け島根県報第���	�号中 （道 路 維 持 課） ��

平成��年月�日付け島根県報第���	�号中 （ 〃 ） ��

平成��年�月�
日付け島根県報第����	号中 （ 〃 ） ��

平成��年��月��日付け島根県報第����	号中 （ 〃 ） ��

平成��年月��日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） ��

平成��年月��日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） ��

平成��年��月�日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） ��

平成��年��月�日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） ��
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平成��年��月��日 (火)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

�������������	
������	����
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◇��� !"#$%&'()*+,�-.$/01���2345�01��（規則第��	号）

� 規則の概要

租税特別措置法の一部改正に伴う規定の整理（第�条・第�条・第�条・様式第�号・様式第�号関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。
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島 根 県 報

� �

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	


租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条中「第	�条第
項第�号、第��条の�第�項第��号ニ及び第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第�項第

��号ニ、第	�条の
第項第��号ニ及び第	�条第
項第�号」に改める。

第�条第�項中「第	�条第
項第�号、第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第

�項第��号ニ、第	�条の
第項第��号ニ又は第	�条第
項第�号」に改め、同項ただし書中「第��条の�第�項第��号

ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」に改め、同条第�項

中「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第

��号ニ」に改める。

第
条第�項及び第�項第�号中「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第�項

第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」に改める。

様式第�号中
「第��条の�第�項第��号ニ

第	�条の
第項第��号ニ」
を
「第��条の�第�項第��号ニ

第	�条の
第項第��号ニ」
に改め、同様式の備考から�までの規

定中「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項

第��号ニ」に改める。

様式第�号中
「第��条の�第�項第��号ニ

第	�条の
第項第��号ニ」
を
「第��条の�第�項第��号ニ

第	�条の
第項第��号ニ」
に改め、同様式の備考
中「第��条の�

第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」を「第��条の�第�項第��号ニ又は第	�条の
第項第��号ニ」に改め

る。

� �

（施行期日）

� この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の規定により作成された申請書でこ

の規則の施行の際受理されているものは、改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の規定によ

り作成された申請書とみなす。

� 

����������


森林法（昭和�	年法律第���号）第�条第項の規定により地域森林計画を変更したので、同法第�条第�項の規定に

より公表し、関係書類を縦覧に供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月��日(�)



島 根 県 報

��������	
��

漁業法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により、定置漁業の免許の内容たるべき事項、地元地区、免許予

定日及び申請期間を次のとおり定めたので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 免許の内容たるべき事項及び地元地区

公示番号 定第��号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業の種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期

定置漁業 雑魚定置漁業 �月�日から��月	�日まで

イ 漁場の位置

出雲市大社町杵築西湊原地先

ウ 漁場の区域

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

基点第���号 出雲市大社町杵築北、大社漁港沖防波堤突端

ア 基点第���号から�
�度����	メートルの点

イ 基点第���号から��
度����メートルの点

ウ 基点第���号から���度�����メートルの点

エ 基点第���号から��
度	���メートルの点

オ 基点第���号から���度�����メートルの点

� 地元地区

出雲市大社町

� 免許予定日及び申請期間

� 免許予定日 平成��年�月�日

� 申請期間 平成��年��月��日から平成��年�月��日まで

（付記）

� 漁業権の存続期間

平成��年�月�日から平成��年�月	�日まで

� 制限又は条件

第���	
号 平成��年��月��日 (	)

森林計画区の名称 縦覧に供する関係書類の名称 縦 覧 場 所

斐伊川森林計画区

（松江市、出雲市、安来市、雲南市、八

束郡、仁多郡、飯石郡及び斐川郡一円）

斐伊川地域森林計画書

森林計画図

島根県農林水産部森林整備課

島根県松江農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県出雲農林振興センター

江の川下流森林計画区

（浜田市、江津市、大田市及び邑智郡一

円）

江の川下流地域森林計画書

森林計画図

島根県農林水産部森林整備課

島根県川本農林振興センター

島根県浜田農林振興センター

高津川森林計画区

（益田市及び鹿足郡一円）

高津川地域森林計画書

森林計画図

島根県農林水産部森林整備課

島根県益田農林振興センター



島 根 県 報

� 漁業権の行使に当たっては、船舶の航行を妨げないよう配慮しなければならない。

� 敷設漁具の外郭には昼夜その敷設位置が判別できるよう必要な標識を設置しなければならない。

� 漁場の区域の表示に用いる方位は、真方位とする。

��������	
��

漁業法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により、平成	�年	�月	
日次の定置漁業権の消滅を免許漁業原簿

に登録した。

平成	�年	�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

免許番号、漁業権者の住所及び氏名（名称）

��������	
�

道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第	��号）第	�条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から	�日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成	�年	�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� �

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第	�号）第	��条の第�項の規定により公告

する。

平成	�年	�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 入札の内容

� 件名

共用ファイルサーバの賃貸借

� 入札案件の仕様等

入札説明書による。

� 契約期間

平成	�年�月�日から平成��年�月�	日まで

第	���
号 平成	�年	�月��日(�)

免許番号 住 所 氏 名 （名 称）

定第	�号 石川県七尾市黒崎町イ部�番地� 寒鰤大敷網有限会社

定第�号 島根県松江市島根町野井�	�番地 野井大敷組合

定第号 島根県松江市島根町野井�	�番地 野井大敷組合

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

県 道 安来木次線
雲南市大東町下久野�	�番�地先から同
			�番�地先まで

メートル
	�����

平成	�年
	�月��日

木次土木建
築事務所



島 根 県 報

� 入札方法

ア 入札者は、共用ファイルサーバの賃借料総額（賃借料の月額に契約期間の月数（��月）を乗じて得た額。消費税

及び地方消費税に相当する額を除く。）を入札書に記載すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。

� その他

入札説明会は実施しない。

� 入札参加資格

� 地方自治法施行令第���条の	第�項の規定に該当しない者であること。

� 地方自治法施行令第���条の	第�項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後�年を経過しない

者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

� 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを受けている者であること。

� 物品の製造の請負、売買等に係る入札参加資格審査要綱（昭和�
年島根県告示第	号）第	条の規定により、営業

種目大分類「�� 借入品」中分類「� 情報処理機器」の入札参加資格の認定を受けている者であること。

� 島根県の実施する建設工事等の請負又は物品の製造の請負、売買等に係る入札において、指名停止の措置を受け、

入札日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。

� 入札参加申請に必要な書類の提出場所等

� 入札参加申請書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒��－�
� 島根県松江市殿町�番地 島根県庁南庁舎�階

島根県地域振興部情報政策課 電子自治体推進室

電話：�
�－��－���� ファクシミリ：�
�－��－
���

� 入札説明書の交付期間及び交付方法

平成��年��月��日から平成��年�月��日までの県の休日を除く毎日午前�時から午後�時まで（正午から午後�時

までの間は除く。）の間、上記交付場所において交付する。

	 入札の日時及び場所

� 日時 平成��年�月�日（月） 午前�時

� 場所 島根県松江市殿町�番地 島根県庁会議棟第�会議室

� その他 郵便による入札は認めない。

� その他

� 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

入札者が見積もる契約金額を契約期間の月数（��月）で除し、��を乗じて得た金額に当該金額の�パーセントに相

当する額を加算した金額（当該金額に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下

「支出予定相当額」という。）の�分の�以上を納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和��年島根県規則第�

�号）第��条の�各号のいずれかに該当する場合は免除する。

� 契約保証金

支出予定相当額の�分の�以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれかに該当する

場合は免除する。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、平成��年�月��日午後�時までに必要な書類を提出し、当該書類について説明を

求められた場合はこれに応じなければならない。

� 入札の無効

第�����号 平成��年��月��日 (
)



島 根 県 報

本公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、その他島根県会計規則第��条各号のいずれかに該当する

ときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� 契約書作成の要否

要する。

� その他

詳細は入札説明書による。

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第�項の規定により公告

する。

平成��年��月��日

島根県警察本部長 塩 川 実喜夫

� 入札の内容

� 入札の件名

短靴の購入

� 入札案件の数量等

男性用短靴 ��	足（紐有り�
�足、紐無し
�
足）

女性用短靴 	�足（紐有り 	�足）

（詳細仕様は、入札説明書による。）

� 納入期限

平成��年�月�	日（金）

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額のパーセントに相当する額を加算した金額（当該金

額に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の��
分の���に

相当する金額を入札書に記載すること。

� その他

郵送、ファックス、電話等による入札は認めない。

� 入札参加資格

� 物品の製造の請負、売買等に係る入札参加資格審査要綱（昭和	
年島根県告示第�号）第条の規定により、入札

に参加する者に必要な資格があると開札の日の前日までに知事の承認を受け、入札参加資格者名簿の営業種目大分類

「��雑類」中分類「�皮革」に登録された者であること。

� 島根県の実施する建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の一般競争入札において、指名停止の措置

を受け、入札日においてその措置の期間が継続中である者でないこと。

� 地方自治法施行令第���条の�の規定に該当しない者であること。

� 入札書の提出場所等

� 入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒���－�
�� 島根県松江市殿町�番地�

島根県警察本部警務部会計課用度係

電話��
�－��－���� 内線���
～����

第�����号 平成��年��月��日(�)
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� 入札説明書の交付期間及び方法

平成��年��月��日から平成��年�月�日までの間（土曜、日曜及び休日並びに平成��年��月��日から平成��年�月

�日までを除く。）、上記�の場所において交付する。

ただし、交付時間は午前	時から午後
時までとする。

� 入札の日時及び場所

ア 日時 平成��年�月��日（月） 午後�時

イ 場所 島根県松江市殿町番地� 島根県警察本部 �階警友談話室

� その他

� 契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

契約予定相当額の���分の
以上を納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��号）第��条

の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれかに該当する場合

は、免除する。

� 入札者に要求される事項

ア 平成��年�月��日��時までに「入札にあたり提出する書類等」を提出すること。

イ 「入札にあたり提出する書類等」は、入札説明書による。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、その他島根県会計規則第��条各号のいずれかに該当する

ときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。

� � � � � �

次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成�年政令第���号）第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成�年島

根県規則第��号）第	条の規定により公示する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 役務の名称及び数量

税務総合オンラインシステム用端末装置の賃貸借

� 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地

島根県総務部税務課 島根県松江市殿町�番地

� 随意契約の相手方を決定した日

平成��年�月�日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所

富士通リース株式会社 代表取締役社長 佐藤 晨一

第�����号 平成��年��月��日 (�)
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東京都新宿区西新宿二丁目�番�号

� 随意契約に係る契約金額

��������	�円


 契約の相手方を決定した手続

随意契約

� 随意契約とした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第��条第�項第�号の規定による。

� � � � � � �

島根県立高等学校通学区域規程の一部を改正する規則をここに公布する。

平成�年�	月	日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

�	
����������

島根県立高等学校通学区域規程の一部を改正する規則

島根県立高等学校通学区域規程（昭和	�年島根県教育委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

第����号 平成�年�	月	日(�)

別表第�中

「

」

を

県立松江農林高等学校

県立出雲農林高等学校

県立矢上高等学校

県立益田産業高等学校

全 県

「

」

に改める。

県立松江農林高等学校

県立出雲農林高等学校

県立矢上高等学校

県立益田翔陽高等学校

全 県

「

別表第�中 を

県立松江工業高等学校

機械科、電気科及び建築科

県立出雲工業高等学校

機械科、電気科及び建築科

安来市 松江市 雲南市

出雲市 大田市 八束郡

仁多郡 飯石郡 簸川郡

隠岐郡

県立江津工業高等学校

機械科及び建築科

県立益田工業高等学校

電気科

大田市 江津市 浜田市

益田市 邑智郡 鹿足郡

県立松江工業高等学校

土木科、電子科、電子機械科及

び情報技術科

県立出雲工業高等学校

電子機械科及び環境システム科

県立江津工業高等学校

総合電気科

県立益田工業高等学校

全 県



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

」
電子機械科

「

に改める。

」

県立松江工業高等学校

機械科及び建築科

県立出雲工業高等学校

機械科及び建築科

安来市 松江市 雲南市

出雲市 大田市 八束郡

仁多郡 飯石郡 簸川郡

隠岐郡

県立江津工業高等学校

機械科及び建築科

大田市 江津市 浜田市

益田市 邑智郡 鹿足郡

県立松江工業高等学校

土木科、電気科、電子科、電子

機械科び情報技術科

県立出雲工業高等学校

電気科、電子機械科及び環境シ

ステム科

県立江津工業高等学校

総合電気科

県立益田翔陽高等学校

電気科及び電子機械科

全 県

別表第�中

「

」

を

県立情報科学高等学校

県立松江商業高等学校

情報処理科及び国際ビジネス科

県立出雲商業高等学校

情報処理科及び国際経済科

県立浜田商業高等学校

国際情報ビジネス科及び情報処

理科

全 県

「

」

に改める。

県立情報科学高等学校

県立松江商業高等学校

情報処理科及び国際ビジネス科

県立出雲商業高等学校

情報処理科

県立浜田商業高等学校

国際情報ビジネス科及び情報処

理科

全 県

別表第�中

「

」

を

県立松江農林高等学校

県立三刀屋高等学校

県立邇摩高等学校

県立益田産業高等学校

全 県
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� �

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� この規則による改正後の島根県立高等学校通学区域規程は、平成��年度以降島根県立高等学校に入学しようとする者

に適用する。

県立学校の組織編制に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

������	
�����

県立学校の組織編制に関する規則の一部を改正する規則

県立学校の組織編制に関する規則（昭和��年島根県教育委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�	��
号 平成��年��月��日(��)

「

」

に改める。

県立松江農林高等学校

県立三刀屋高等学校

県立邇摩高等学校

県立益田翔陽高等学校

全 県

別表第�島根県立安来高等学校の部普通科の項中
「

」
を
「

」
に改��� ��� ��� ��� ��� ���

め、同表島根県立松江北高等学校の部中
「

」
を普通科 ��� ��� ���

「

」
に改め、同表島根県立松江南高等学校の部中普通科 ��� ��� ���

「

」
を
「

」
に改め、同表島根県普通科 ��� ��� ��� 普通科 ��� ��� ���

立松江東高等学校の部普通科の項中
「

」
を
「

」
に改め、同表島根県��� ��� ��� ��� ��� ���

立松江商業高等学校の部中

「

」

を

国際経済科 ��

情報処理科 �� �� ��

会計科 ��

国際ビジネス科 �� ��

「

」

に改め、同表島根県立三刀屋高等学校の部中
情報処理科 �� �� ��

国際ビジネス科 �� �� ��

「

」

を
「

」
に改め、同表島根県

普通科 ���

総合学科 ��� ���
総合学科 ��� ��� ���

立平田高等学校の部普通科の項中
「

」
を
「

」
に改め、同表島根県立�� ��� ��� �� �� ���

出雲高等学校の部中
「

」
を
「

」
普通科 ��� ��� �� 普通科 ��� ��� ���



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (��)

に、
「

」
を衛生看護科 �� ��

「

」
に改め、同表島根県立出雲商業高等学校の部中衛生看護科 ��

「

」

を

「

」

に改め、同表島根県

商業科 	� 	� 	�

国際経済科 �� �� ��

情報処理科 	� 	� 	�

商業科 ��� 	� 	�

国際経済科 �� ��

情報処理科 �� 	� 	�

立出雲農林高等学校の部中

「

」

を

生産環境科 ��

食品科学科 �� �� ��

動物科学科 �� �� ��

環境科学科 �� ��

「

」

に改め、同表島根県立大社高等学校の部中

食品科学科 �� �� ��

動物科学科 �� �� ��

環境科学科 �� �� ��

「

」
を
「

」
に改め、同表島根県普通科 �	� ��� ��� 普通科 �	� �	� ���

立大田高等学校の部中
「

」
を普通科 �
� �
� ���

「

」
に改め、同表島根県立川本高等学校の部中普通科 �
� �
� �
�

「

」
を
「

」
に改め、同表島根県情報流通科 �� �� 情報流通科 ��

立江津高等学校の部中
「

」
を普通科 ��� ��� ���

「

」
に改め、同表島根県立浜田高等学校の部中普通科 	� ��� ���

「

」
を
「

」
に改め、同表島根県普通科 ��� ��� �	� 普通科 ��� ��� ���

立益田高等学校の部中
「

」
を普通科 �
� �
� ���

「

」
に改め、同表島根県立益田工業高等学校の部中普通科 �
� �
� �
�

「

」

を

「

」

に改め、同表島根県

電子機械科 �� �� ��

電気科 �� �� ��

工業化学科 �� ��

電子機械科 �� ��

電気科 �� ��

工業化学科 ��

立益田産業高等学校の部中

「

」

を

生物生産工学科 �� �� ��

環境土木科 �� �� ��

総合学科 �� �� ��
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に改める。

別表第�島根県立松江ろう学校の項中「被服科」を「生活デザイン科」に改める。

別表第�を次のように改める。

����（第�条関係）

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

第����	号 平成��年�
月
�日(�
)

「

」

に改め、同部の次に次のように加える。

生物生産工学科 �� ��

環境土木科 �� ��

総合学科 �� ��

島根県立益田翔

陽高等学校

電子機械科 ��

電気科 ��

生物生産工学科 ��

環境土木科 ��

総合学科 ��

別表第�島根県立隠岐島前高等学校の部普通科の項中
「

」
を
「

」
�� �� �� �� �� ��

学 校 名
小学部及
び中学部

高 等 部

学 科 学級区分 第�学年 第学年 第�学年

島根県立松江養護学校
小学部

普通科
単一障害学級 �� 
� ��

中学部 重複障害学級 	 �
 �

島根県立出雲養護学校
小学部

普通科

単一障害学級 
� �� ��

重複障害学級 �
 �
 �

中学部 訪問学級 �

島根県立石見養護学校
小学部

普通科
単一障害学級 � �� �

中学部 重複障害学級 � � �

島根県立浜田養護学校
小学部

普通科
単一障害学級 �� �� �

中学部 重複障害学級 � � �

島根県立益田養護学校
小学部

普通科

単一障害学級 � �� �

重複障害学級 � � �

中学部 訪問学級 �

島根県立隠岐養護学校
小学部

普通科
単一障害学級 � �

中学部 重複障害学級 � � �

島根県立松江清心養護学校
小学部

普通科
単一障害学級 � � �

中学部 重複障害学級 � 	 �

島根県立江津清和護学校
小学部

普通科
単一障害学級 � � �

中学部 重複障害学級 � � �

島根県立松江緑が丘養護学校
小学部

普通科

単一障害学級 � � �

重複障害学級 � � �

中学部 訪問学級 �
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� � � � � � � � 	


����������	���

漁業法（昭和��年法律第���号）第��条第�項に規定する選挙権を有する者の総数の�分の�の数は次のとおりであ

る。

平成	�年	�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

島根海区 	
���

隠岐海区 ���

� � � � � � � � 	


�����������	��

漁業法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、島根海区海面におけるふぐ浮延縄漁業について次のと

おり指示する。

平成	�年	�月��日

島根海区漁業調整委員会会長 伊 藤 裕

島根海区海面においては、平成	�年�月�日から平成��年	�月	日までの間、ふぐ浮延縄漁業（スジ縄漁業）を操業し

てはならない。

� �

平成	�年�月�日付け島根県報第	
�号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第	
��号 平成	�年	�月��日 (	)

九
ペ
ー
ジ

島
根
県
告
示
第
六

百
四
十
四
号
中

箇
所

六
一
三
・
八
〇

誤

八
一
三
・
八
〇

正
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平成��年�月�日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年	月
�日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年��月
�日付け島根県報第���
�号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年�月��日付け島根県報第���
号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第����号 平成��年�
月
�日(��)

四
ペ
ー
ジ

島
根
県
告
示
第
五

百
九
十
一
号
中

箇
所

八
〇
〇
・
〇
〇

誤

六
三
〇
・
〇
〇

正

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第��
号中 ��
��� ������

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第�����号中 ������ ������

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第�

号中 同町中村上荷場谷 同町中村瀬ノ奥
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平成��年�月��日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年��月	日付け島根県報第����
号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年��月�日付け島根県報第���
�号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第���
�号 平成��年��月��日 (��)

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第���号中 
��番�地先 
��番�地先

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第�����号中
出雲市船津町
��番�地先から同市
上島町字手作����番�地先まで

出雲市大津町字土手根���番�地先
から同市上島町字手作����番�地先
まで

出雲市上塩冶町字大井谷����番	地
先から同字����番	地先まで

出雲市船津町
��番�地先から同市
上島町字手作����番�地先まで

出雲市船津町
��番�地先から同市
上島町字手作����番�地先まで

出雲市大津町字土手根���番�地先
から同市上島町字手作����番�地先
まで

出雲市上塩冶町字大井谷����番	地
先から同字����番	地先まで

出雲市船津町
��番�地先から同市
上島町字手作����番�地先まで

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第�����号中 大字小谷 大字川内
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